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南アルプス北部の前

衛にある日向山1660

ｍに登ってきた。 

ここは誰でも気軽に

ハイキングを楽しめる

と人気の山だ。 

山頂付近の雁ヶ原

は、眩しいほどに明る

い白い砂原で、雪のよ

うに真っ白な景色が広

がって見事だ。  

花崗岩が風化してで

きた白砂と丸みを帯び

た岩峰群は見た者を感

動させるほど迫力があ

り、日向山の象徴とな

っている。 

視線を遠方に転ずる

と、青空と紅葉の中に

富士山、甲斐駒ヶ岳、

仙丈ヶ岳、それに鳳凰

三山や八ヶ岳の大パノ

ラマに大自然を満喫す

ることが出来た。 

 

 国交省は10月に国土審議会土地政策分科会企画部会

を開き、土地基本法の改正と共に、人口減少社会に対応

した「新たな総合的土地政策」について検討しました。 

 今回の議題は、所有者不明土地（不明地）対策を含め

た低未利用地における「土地の創造的活用」についてで

す。 

 国交省の調べによると、全国の宅地の24.7%が「適切

に管理されていない可能性がある」とされており、これ

が農地では44.2%、森林では77.7%にも上ります。 

 そこで同省では空き家・空き地などに対し、従来の価

値判断基準や手法などにとどまらない「創造的活用」の

実現が求められるとしています。 

 具体的な施策としては、所有者と行政・民間事業者の

間に立つ組織を制度的に設けるなどの「空き家・空き地

等の新たな流通・活用スキームの構築」のほか、「クラ

ウドファンディングなどを活用した空き家等の再生・活

用」「所有者と第三者をマッチングさせる新たな仕組み」

といった方向性が示されています。 

 そして、土地管理の第一次的な責任が所有者にあるこ

との明確化、不動産関連情報の一元化による不明地の抑

止・解消などもとるべき施策のイメージとして提唱され

ました。 

 法務省は、相続登記申請の義務化や土地所有権の放棄

の具体化に向けた検討状況と、共有者や隣地所有者によ

る不明地利用・管理を可能とするための民法見直しの内

容など説明しました。 

 財務省は不動産の寄付や相続人のいない不動産の国庫

帰属について、制度の見直しに向けた方向性を提示。農

林水産省と林野庁はそれぞれ、所有者不明農地と所有者

不明森林等に関する制度と対応状況について説明を行い

ました。同部会は今後も開催されるそうです。 日向山・雁ヶ原 


